
 亀山市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例を

ここに公布する。 

  令和７年３月３１日 

                        亀山市長 櫻 井 義 之 

亀山市条例第３号 

 

亀山市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条

例 

 

亀山市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例（平成２７年亀山市条例

第３５号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前欄に掲げる規定の下線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げ

る規定の下線を付した部分のように改める。 

改正後 改正前 

（定義） （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に

掲げる用語の意義は、当該各号に定め

るところによる。 

［（１） 略］ 

（２）特定個人情報 法第２条第９項に

規定する特定個人情報をいう。 

（３）個人番号利用事務実施者 法第２

条第１３項に規定する個人番号利用

事務実施者をいう。 

（４）情報提供ネットワークシステム 

法第２条第１５項に規定する情報提

供ネットワークシステムをいう。 

［（５）及び（６） 略］ 

第２条 この条例において、次の各号に

掲げる用語の意義は、当該各号に定め

るところによる。 

［（１） 略］ 

（２）特定個人情報 法第２条第８項に

規定する特定個人情報をいう。 

（３）個人番号利用事務実施者 法第２

条第１２項に規定する個人番号利用

事務実施者をいう。 

（４）情報提供ネットワークシステム 

法第２条第１４項に規定する情報提

供ネットワークシステムをいう。 

［（５）及び（６） 略］ 

備考 表中の［ ］の記載は注記である。 



附 則 

この条例は、令和７年４月１日から施行する。 

 


